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県内でエコリフォームを推進している 

断熱リフォーム工務店 様  

新エネ・省エネ機器販売店 様 

設計事務所 様 

静岡県エコリフォーム推進協議会事務局 

（静岡県地球温暖化防止活動推進センター） 

 

エコリフォーム推進事業事務研修会の開催について（ご案内） 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

皆様におかれましては、日頃から県内におけるエコリフォームの推進にご尽力いただき、誠

に有難うございます。 

当協議会では、地域でエコリフォーム（エコ住宅）を最前線で推進していただいている工務

店・機器販売店・設計事務所の皆様を「エコリフォーム登録店」として認定し、安心かつ技術

力の高い事業様の代表として県民の皆様にご紹介したり、エコリフォームのメリットや環境性

を普及啓発するための支援をさせていただいております。 

このたび、エコリフォーム登録店の登録要件の一つとなる事務研修会（当協議会のオリエンテーシ

ョン）を下記の要領で開催することといたしました。 

下記をご熟読の上、出席を希望される場合には、別紙のＦＡＸ申込用紙をご記入いただき、事務局ま

で直接ご送信ください（ＦＡＸ番号：０５４－２５４－７０５２）。 

 

１．日時・会場 ６月２１日（月）１０：３０～１２：００ 

静岡県男女共同参画センターあざれあ ５０１会議室 

住所：静岡市駿河区馬渕１－１７－１   

TEL：０５４－２５５－８４４０  

２．内 容 エコリフォーム登録店になるためのオリエンテーション 

３．対 象 エコリフォーム登録店に新規登録を希望する店舗（会社）の従業員 

※既にエコリフォーム登録店として登録している場合には、受講する必

要はございません。 

４．定 員 ３０名（定員に達した時点で受付終了） 

※1 店につき 1 名様でお願い致します。 

５．申 込 方 法 別紙の参加申込書にご記入いただき、事務局まで直接ご送信ください。 

（ＦＡＸ番号：０５４－２５４－７０５２） 

６．特 記 事 項 事務研修会を修了後、同日同会場で１３時３０分より行われる「エコリ

フォーム登録店業務説明会（内容：太陽光利用照明・薪ストーブ・木質

ペレットストーブの補助金）」に連続してご参加いただくことも可能で

す。ご希望の場合には、事務局までお問い合わせください。 

 

以上 

 

 

＜お問い合せ先＞ 

静 岡 県 エコリフォ ーム 推 進 協 議 会 事 務 局 

静岡県地球温暖化防止活動推進センター内 （担当：萩原・松尾） 

〒420-0033 静岡市葵区昭和町 6-3 ダイエービル 3F 

TEL 054-271-8806 FAX 054-254-7052 

電子メール ecoreform@sccca.net  



静岡県エコリフォーム推進協議会 事務局 行（担当：萩原・松尾） 

ＦＡＸ送付先：０５４－２５４－７０５２ 

エコリフォーム推進事業事務研修会 

参加申込書 ＜１店（社）につき１名様まで＞ 

（ フ リ ガ ナ ） 

お  名  前                  役職名： 

住 所 
〒 

電 話  ＦＡＸ  
勤 務 先 

E-mail  

エコリフォーム

登録店業務説明

会の出席希望 

 
※午後のみの参加

はご遠慮くださ

い。 

同日同会場にて１３時３０分～１６時に開催予定の 

「エコリフォーム登録店業務説明会」について 

＜内容：太陽光利用照明・薪ストーブ・木質ペレットストーブの補助金＞ 

 

（どちらか一つに○をつけてください） ※参加は任意です。 

説明会に出席を希望します ・ 説明会に出席を希望しません 

 

≪会場のご案内≫       ≪お申込み前に必ずご確認ください≫ 

 

 

 

 

別 紙

6 月 21 日（月）10:30～12:00 

静岡県男女共同参画センターあざれあ

（静岡市駿河区馬渕 1‐17‐1）５０１会議室 

TEL:054-255-8440 

 

＜お問い合わせ＞ 

静岡県エコリフォーム推進協議会 事務局（担当：萩原・松尾） 

（静岡県地球温暖化防止活動推進センター内） 

〒420-0033 静岡市葵区昭和町 6-3 ダイエービル 3F 

TEL 054-271-8806  FAX 054-254-7052 E-mail: ecoreform@sccca.net 

※ ６月１７日（木）まで受付。ただし、定員になり次第締め切り。 

※ 受講の可否につきましては、事務局より６月１８日（金）までに FAX にてご連絡いたします。 

＜エコリフォーム登録店の登録要件＞ 

下記３点をすべて満たすこと 

■自店（社）でエコリフォーム施工ができること。

 ※自店（社）で現場監督をしていれば、業務は下

請け業者等に委託されていてもかまいません。

■自店（社）の名称で「見積書」「工事請負契約書」

「請求書」「領収書」等を発行できること。 

■自店（社）所属の従業員１名が「エコリフォーム

推進事業事務研修会」を修了していること 

 

※研修当日に、登録に必要な受講修了証および登録店申込

書を配布いたします。 

※研修費・登録費・会費等はかかりません。 

※遅刻・早退等により離席時間が長期に渡る場合には、受

講修了証を発行できませんので、ご承知おきください。

※設計事務所も登録可能です。ただし補助金等には申請で

きないケースもありますので、ご承知おきください。 


